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１　入札方式による売払いの流れ（概要）
　

１　参加受付期間　　・・・令和８年３月９日（月）から令和８年４月１７日（金）
午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く）
【受付場所】
〒301-8611　茨城県龍ケ崎市3710番地 龍ケ崎市役所３階 管財課
※持参又は郵送してください。
※土曜日、日曜日及び祝日の受付は行いません。
※郵送による受付の場合は、受付期間の終了日の消印有効とします。
※現地説明会は実施いたしませんので、申込みに当たっては現地を必ず確認してください。


　２　入札書等の提出　　・・・令和８年５月８日（金）午後５時（必着）まで
入札保証金納付　　　【提出場所】
[bookmark: _Hlk219882932]〒301-8611　茨城県龍ケ崎市3710番地 龍ケ崎市役所３階 管財課
[bookmark: _Hlk220087386]※持参又は郵送してください。
※土曜日、日曜日及び祝日の提出はできません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※入札保証金は市が発行した納付書を使用し指定の金融機関で現金で納入してください。
※必要書類が届かない場合や入札保証金の確認が取れない場合は、入札参加は取りやめとします。
　　　　　　　　　　　　　　　

３　開　          札　　・・・令和８年５月１３日（水）【龍ケ崎市役所 ４階 入札室】
　　　　　　　　　　　　　　　　物件番号１　午後１時３０分
　　　　　　　　　　　　　　　　  　


４　売買契約締結　　・・・開札日から７日以内に売買契約を締結します。
物件引渡し          ※入札保証金は契約保証金（手付金）に振り替えます。
　　　   ※売買代金支払い期限：契約日から起算して２０日以内。




５　所有権移転登記　　・・・代金完納後、土地については市が所有権移転登記の手続きを行います。



１

公有財産一般競争入札募集案内

「一般競争入札」は広く入札参加者を募り、龍ケ崎市が定める予定（最低）価格以上で最高の価格をもって入札した者を売買契約の相手方とするものです。
　入札の参加を希望される方は、次の各事項をご承知のうえ、お申込みください。
なお、入札参加者の有無は、開札終了まで非公開とします。

２ 入札物件
入札物件は次の一覧表のとおりです。

	物件番号
	所　　　　　　在
	種別
	登記地目
（現状）
	面積
（ｍ2）
	予定（最低）価格

	
	
	
	
	
	入札保証金

	１
	龍ケ崎市字直鮒7510番1
	土地
	宅地
	3,205.61
	46,480,000円

	
	
	
	
	
	4,648,000円

	



３ 入札参加者の資格
入札参加者に必要な資格は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1)　地方自治法施行令第167条の4第1項に規定する者
(2)　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項に規定する者
(3)　無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第5条第1項の規定に基づく処分の対象となっている団体又はその構成員
(4)　地方自治法施行令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者
(5)　市が行う指名競争入札に関する指名を停止されている者
(6)　市税又は市の使用料等を滞納している者
(7)　地方自治法第238条の3の規定に該当する市の職員
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４ 入札の参加申込み方法・期間
応募の受付期間、場所、方法等は次のとおりです。
（１）申込み受付期間
令和８年３月９日（月）から令和８年４月１７日（金）
午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く）
※土曜日、日曜日及び祝日の受付は行いません。
※持参又は郵送により申し込んでください。
※電話による受付は行いません。
※郵送による受付の場合は、受付期間の終了日の消印有効としますが余裕をもって申込み願います。
（２）申込み受付場所
〒301-8611　茨城県龍ケ崎市3710番地 龍ケ崎市役所３階 管財課
（３）申込必要書類（申込人の印については、印鑑登録している印鑑を押印してください）
①入札参加申込書兼入札保証金返還請求書（本案内書に添付のもの）
※共有の場合は連名とする。
②誓約書（本案内書に添付のもの）
※共有の場合は連名とする。
③添付書類（入札執行前3か月以内に発行されたものであること）
ア 個人の場合
住民票（マイナンバー（個人番号）の記載のないもの）及び印鑑登録証明書・・・各１通
※共有で申し込む場合は、共有者全員の住民票等が必要となります。
※外国人の場合は、外国人登録証明書の写しをもって代えることができます。
イ 法人の場合
商業登記簿謄本又は登録事項証明書及び印鑑証明書・・・各１通
④その他
　　　※複数の物件の入札を希望される場合は、個々の物件ごとに①②（③は各１通で結構です）を提出してください。

５　入札書等の提出場所・期限
（１）場所　４の（２）に同じ
（２）期限　参加申込開始日から令和８年５月８日（金）午後５時必着
　　　　午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く）
ただし、土曜日、日曜日及び祝日の提出はできません。
（３）入札書等必要書類（申込人の印については、印鑑登録をしている印鑑を押印してください）
①入札書（本案内書に添付のもの）及び入札書を入れた封筒（任意封筒）
※共有の場合は連名とする。
※入札書及び入札用封筒につきましては署名押印等を行ったうえ提出してください。
②入札保証金を納付した納付書の写し
③入札を申込人以外の方が行う場合には、委任状を提出してください（本案内書に添付のもの）。
※委任した場合、入札書には入札者及び代理人が署名・押印してください。
※共有の場合で、いずれか一方が欠席する場合も委任状を提出してください。
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６　開札の場所・期日等
（１）開札日　　令和８年５月１３日（水）
（２）開札時間　　物件番号１　午後１時３０分　
（３）場　　所　　龍ケ崎市役所４階　入札室
（４）留意事項　　入札書の提出期限までに必要書類が届かない場合や入札保証金の確認が取れない場合
は、入札参加は取りやめとします。
　
７ 落札者の決定方法
龍ケ崎市が決めた予定（最低）価格以上の最高の価格をもって入札した者を落札者と決定します。なお、開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、当該入札事務に関係のない市職員にくじを引かせて決定します。
落札者以外の方へのご連絡はしませんのでお問い合わせください。

８ 入札結果の公表
　　 入札結果については、原則として、落札者の個人又は法人の別、落札価格等を公表します。

９ 入札心得について
別添入札心得書のとおり。

10 入札保証金及び契約保証金について
（１）入札保証金について
　　　入札に参加する方は、入札参加申込み後に、次により入札保証金を納付してください。
　　　ア　納付時期　令和８年５月８日（金）午後５時まで
※金融機関で納付する場合は、金融機関にお問い合わせください。
　　　イ　納付金額　物件番号１　4,648,000円
ウ　納付方法　市が発行する納付書で指定の金融機関に現金で納付。
　　　※　注意事項
　　　　　　・落札者以外の方には入札保証金を返還いたしますが、手続きに数日かかりますのでご了承ください。
　　　　　　・落札の日から７日以内に市と売買契約を締結することができない場合は、当該落札は無効となり、入札保証金は市に帰属すること（没収）となります。
（２）契約保証金について
　　　入札保証金を全額契約保証金に充当します。
ア　納付時期　売買契約締結と同時。
　　　イ　納付金額　入札保証金と同額。
　　　※　注意事項
　　　　　　・契約締結の日から２０日以内に売買代金（契約保証金を除いた残金）を一括納付することができない場合は、契約解除となり契約保証金は市に帰属すること（没収）となります。


４
11 契約締結
（１）契約の締結期限及び契約場所
売買契約は落札の日から７日以内に龍ケ崎市役所総務部管財課において締結します。
（２）売買契約書
別添「公有財産売買契約書（案）」を参照してください。
（３）契約締結に必要なもの
　　　　①印鑑（印鑑登録している印鑑）
　　　　②収入印紙（印紙税法による）

＜参考＞
 印紙税額
売買代金（契約金額） 税額（収入印紙）・・・令和９年３月３１日までの契約は下記の1/2
　５０万円を超え１００万円以下→１千円　　１００万円を超え５００万円以下→２千円　
５００万円を超え１千万円以下→１万円　　１千万円を超え５千万円以下→２万円
５千万円を超え１億円以下→６万円　　　　１億円を超え５億円以下→１０万円

12 売買代金の支払い方法
売買代金の支払い方法
・売買契約締結日から２０日以内に納付していただきます。
・入札に当たって納付された入札保証金を契約保証金に充当しますので、契約締結日には契約保証金との差額を市が発行する納付書を使用し指定の金融機関で納付していただきます。
※注意事項：売買代金の分割納入はできません。

13 所有権の移転
（１）売買代金の納付が行われたときに所有権の移転があったものとし、物件を引き渡すものとします。
（２）土地の所有権の移転登記は、龍ケ崎市が行います。
（３）所有権移転登記に必要な登録免許税等、契約の締結及び履行に関し必要な一切の費用は、落札者の負担となります。

14 現地説明
現地説明会は実施しませんので、事前に必ず現地をご確認ください。
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様式第2号(第9条関係)

龍ケ崎市公有財産売却に関する入札心得

　(趣旨)
第1条　この心得は、公有財産の売払い又は貸付けの契約の締結について、龍ケ崎市(以下「市」という。)が行う一般競争入札(インターネットを利用して行う一般競争入札を除く。)に参加する者が守らなければならない事項を定めるものとする。
　(一般競争入札参加の申込等)
第2条　一般競争入札に参加しようとする者は、龍ケ崎市公有財産売却実施要綱(平成21年龍ケ崎市告示第86号)第12条第1項の規定による入札公告(以下「入札公告」という。)において指定された書類を指定された日時までに、市に提出しなければならない。
2　市は、前項の書類の提出を受けたときは、当該一般競争入札への参加資格の有無を決定し、参加資格があると認めた者(以下「入札参加資格者」という。)に、その旨を通知するとともに当該入札保証金の納付に必要な納付書を発行する。
　(一般競争入札の参加資格の取消し)
第3条　入札参加資格者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに届け出なければならない。
　(1)　後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。
　(2)　破産手続開始の決定を受けたとき。
　(3)　営業に関し法律上必要とする許可、認可又は登録等の取消しを受け、又は失効したとき。
　(4)　営業を停止、休止又は廃止したとき。
2　前項各号のいずれかに該当した者に対して行った当該一般競争入札への参加資格の認定は、市において特別の理由がある場合のほか、これを取り消す。
第4条　入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当する者となり、又はこれに該当するものを代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用した場合は、当該一般競争入札への参加資格の認定は、これを取り消す。
　(1)　契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
　(2)　競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者
　(3)　落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者
　(4)　地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり、職員の職務の執行を妨げた者
　(5)　正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
　(6)　前各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者を契約の締結又は履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者
　(7)　第2条第2項に定める通知後に龍ケ崎市契約事務等に関する規程(平成6年龍ケ崎市告示第7号)第37条若しくは第38条又は龍ケ崎市建設工事暴力団排除対策措置要項(平成3年龍ケ崎市告示第2号)第2条の規定に基づき指名停止の措置を受けた者
第5条　入札参加資格者が不渡手形又は不渡小切手を発行し、手形交換所による取引停止処分を受け、又は銀行等当座取引を停止され、その他経営、資産、信用の状況の変動により契約に履行がなされないおそれがあると認められる事態が発生したときは、当該一般競争入札への参加資格の認定は、市において特別の理由がある場合のほか、これを取り消す。
　(入札保証金等)
第6条　入札参加資格者は、予定価格の100分の10以上の市が定めた金額の入札保証金を、入札公告において指定された期日までに第2条第2項の規定により発行された納付書により納付しなければ、当該一般競争入札に参加できない。ただし、当該入札公告において、入札保証金の全部又は一部の納付を要しないものとされたときは、この限りでない。
　(入札保証金の納付に代わる担保)
第7条　入札保証金の納付は、現金に限るものとし、入札保証金に代わる担保の提供は認めない。
　(入札の基本的事項)
第8条　第6条の規定により入札保証金を納入した者(以下「入札参加者」という。)は、入札に付された公有財産の図面、説明書及び契約書案その他契約締結に必要な条件を検討の上、入札しなければならない。
2　前項の図面、説明書及び契約書案等は、閲覧に供するとともに、市公式ホームページに掲載する。この場合において、閲覧を希望する者は、市職員に申し出てその指示に従い、閲覧しなければならない。
3　入札は、総価により行わなければならない。ただし、入札公告において単価によるべきことを指示した場合においては、その指示するところによる。
　(公正な入札の確保)
第9条　入札参加者は、当該入札に関し、関係法令等に抵触する行為を行ってはならない。
　
(入札の取りやめ等)
第10条　入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認めるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
　(入札)
第11条　入札参加者は、入札書に必要な事項を記載し、記名押印のうえ封をして、あらかじめ入札公告において指示された日時及び場所において、市職員の指示により入札箱に投入しなければならない。
2　前項の入札は、代理人をして行わせることができる。この場合においては、当該代理人をして入札前に委任状を提出させなければならない。
3　第1項の規定にかかわらず、入札公告において郵便その他の方法による入札が認められたときは、その指示するところにより入札することができる。
　(入札書の書換等の禁止)
第12条　入札者は、提出した入札書を書換え、若しくは引換え、又は撤回することができない。
　(開札)
第13条　開札は、入札の終了後、直ちに当該入札場所において入札者を立ち会わせて行う。
2　入札者は、前項の開札に立ち会わなければならない。
3　入札者が開札に立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない市職員をもって当該開札に立ち会わせる。
　(無効の入札)
第14条　次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。
　(1)　入札参加者以外の者(第11条第2項の規定による代理人を除く。)が入札をした場合
　(2)　入札について不正の行為があった場合
　(3)　指定の日時までに入札書が到達しなかった場合
　(4)　指定の日時までに入札保証金を納めない場合又は入札保証金の納付額が不足している場合
　(5)　金額その他必要事項を確認し難い場合又は記名押印(代理人が入札する場合は、当該代理人の記名押印を含む。)がない場合
　(6)　同一事項の入札について2通以上の入札書を提出した場合
　(7)　他の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした場合
　(8)　入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した場合
　(9)　同一の入札書に2件以上の入札事項を連記した場合
　(10)　前各号のほか、特に指定した事項に違反した場合
　(落札者)
第15条　予定価格の制限の範囲内で、最高の価格をもって入札をした者を落札者とする。
　(再度入札)
第16条　開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、予定価格を事前に公表しない入札に限り、直ちに再度の入札を行う。
2　前項の再度入札の回数は、1回とする。
3　再度入札に参加することができる者は、初度の入札に参加した者のうち、当該入札が第14条の規定により無効とされなかった者に限る。
　(随意契約)
第17条　再度の開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに随意契約に移行することがある。
2　前項の規定により随意契約とするときは、再度入札における最高の価格をもって入札した者(当該入札者が辞退した場合には、次順位者とする。)から、原則として1回に限り見積書を徴する。
　(くじによる落札者の決定)
第18条　落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。
2　前項の場合において、当該入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代って当該入札事務に関係のない市職員にくじを引かせる。
　(入札結果の通知)
第19条　開札をした場合において落札者があるときは、その者の氏名(法人又は組合の場合は、その商号又は名称)及び金額を、落札者がないときはその旨を開札に立ち会った入札者に通知する。この場合において、落札者となった者が開札に立ち会わなかったときは、その者に落札者となった旨を通知する。
　(契約書案等の提出)
第20条　落札者は、落札者となった旨の通知を受けた日から起算して7日以内に契約書案又は仮契約書案(契約が議会の議決を必要とするものに限る。以下同じ。)を作成し、記名押印のうえ必要書類を添えて提出しなければならない。
2　前項の期間は、市において必要があるときは、あらかじめ指示するところにより伸縮することがある。
3　前2項の期間内に契約書案又は仮契約書案を提出しないときは、落札の決定はその効力を失う。
4　市は、契約書案又は仮契約書案の提出があったときは、その内容が当該契約に適合するものであるかを確認の上、記名押印し、その一部を落札者に返付する。
　(契約書の作成の省略)
第21条　契約書の作成を省略する場合は、あらかじめ入札公告で指示する。
　(契約の確定)
第22条　契約書の作成を要する契約にあっては、当該契約は、市長が落札者とともに契約書に記名押印したときに確定する。
　(入札保証金の還付)
第23条　落札者の納付した入札保証金は、落札者が契約を締結した場合、その全額を契約保証金に充当する。
2　落札者以外から納付された入札保証金は、入札終了後、指定の金融機関口座に振り込む方法によりこれを還付する。
　(入札保証金に対する利息)
第24条　入札保証金を納付した者は、入札保証金を納付した日からその返還を受ける日までの期間に係る利息の支払を請求することができない。
　(入札保証金の没収)
第25条　入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締結しないとき又は第20条第3項の規定により落札の決定が取り消されたときは、当該落札者が納付した入札保証金は没収し、返還しない。
　(契約保証金)
第26条　落札者は、予定価格の100分の10以上の市が定めた金額の契約保証金を契約書案の提出時(仮契約書案の提出を要する契約にあっては、第29条の規定により当該契約が確定した後で市が指定する期日)までに納付しなければならない。ただし、入札公告において、その全部又は一部の納付を要しないものとしたときは、この限りでない。
2　前項の契約保証金は、入札保証金の充当をもって納付するものとする。
　(契約保証金の没収)
第27条　契約保証金を納付させた場合において、落札者の責めに帰すべき事由により市が当該契約を解除したときは、当該落札者が納付した契約保証金は没収し、返還しない。
　(売買代金)
第28条　落札者は、契約が確定したときは、市が発行する納入通知書により指定された期日までに売買代金を納付しなければならない。
2　前項の売買代金の納付にあっては、契約保証金を充当するものとし、当該売買代金から当該契約保証金を差し引いた残額について納付するものとする。
　(議会の議決を経なければならない契約)
第29条　予定価格が2,000万円以上(土地にあっては5,000平方メートル以上のものに限る。)の契約については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年龍ケ崎市条例第12号)の定めるところにより、龍ケ崎市議会の議決を経た後契約を確定させる。
　(異議の申立て)
第30条　入札をした者は、入札後この入札心得、図面、説明書、契約書案又は仮契約書案等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

＜参　考　法　令＞
地方自治法
（職員の行為の制限）
第２３８条の３ 公有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱いに係る公有財産を譲り受け、又は自己の所有物と交換することができない。
２ 前項の規定に違反する行為は、これを無効とする。

地方自治法施行令
（一般競争入札の参加者の資格）
第百１６７条の４　普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一　当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
二　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
２　普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。
一　契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二　競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三　落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
四　地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五　正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
六　契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
七　この項(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき

龍ケ崎市契約規則
（入札の無効）
第１１条　地方自治法施行令１６７条の６第２項の規定により無効となる入札は、次の各号の一に該当する場合とする。
(１) 入札参加の資格を有しない者が入札した場合
(２) 入札について不正の行為があった場合
(３) 指定の日時までに入札書が到達しなかった場合。
(４) 指定の日時までに入札保証金（入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。）を納めない場合又は入札保証金の納付額が不足している場合
(５) 金額その他必要事項を確認し難い場合又は記名押印（代理人が入札する場合は、当該代理人の記名押印を含む。）のない場合
(６) 同一事項の入札について２通以上の入札書を提出した場合
(７) 他の代理人を兼ね、又は２人以上の代理人をした場合
(８) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した場合
(９) 同一の入札書に２件以上の入札事項を連記した場合
(10) 前各号のほか特に指定した事項に違反した場合

売払物件について

（基本事項）
· 売払物件はすべて、物件調書に特段の記載のない限り、現況での売買並びにお引渡しとなります。お買受けに当たっては、物件調書をご覧のうえ、必ず事前に現地及び現況をご確認ください。物件によってはフェンス、塀、柵、よう壁、樹木等が設置されていますが、これらの改修・撤去及びその費用は、龍ケ崎市は負担いたしません。
· 物件の詳細については、物件調書に記載しております。

（主な項目の見方）
· 面積「公簿」は土地登記簿上の地積が記載されています。「実測」は現場測量後の地積が記載されています。
· 売買契約は基本的に実測面積で行います。土地区画整理事業又は、土地改良事業による換地処分等により、境界杭が確認でき、現場状況と法務局備え付け公図と概ね一致する場合は「公簿」による売買となります。
· 法令等の制限欄は、基本的に都市計画法に基づく内容が記載されています。物件によっては道路斜線制限など、建築基準法その他の法令の定めにより、記載の建ぺい率・容積率等に別途制限が課される場合があります。なお、都市計画内容は募集時点におけるものであり、将来変更される場合があります。

（供給処理施設の状況欄の記載内容）
· 施設の種類
「有」… 物件の敷地内に引込管やマス等が整備済みであることを示しています。ただし、経年劣化等により設備が現状のままで使用できない場合があります。
「可」… 物件の前面道路に配管等が整備済であることを示しています。物件内への引き込みには別途費用が必要です。
「無」… 前面道路に配管等がないことを示しています。
留意事項欄では、上記項目等の詳細、売払物件の状態及び敷地に含まれる工作物や物体、隣接地の状態、契約特記事項等ご留意いただきたい点について記載しております。
· 案内図は、方位の記載がないものは上方が北になります。


様式第5号(第13条関係)
公有財産売却一般競争入札参加申込書兼入札保証金返還請求書（龍ケ崎市字直鮒7510番1）
年　　月　　日　
　龍ケ崎市長　様
	公有財産売却一般競争入札参加申込書

	　
	申込者
	住所
	　
	　

	
	
	氏名(※)
	　
	

	
	
	ユーザーID
	　
	

	
	
	メールアドレス
	　
	

	
	
	電話番号
	　
	

	※　法人にあっては、その名称及び主たる所在地並び代表者の氏名を記載する。

	　
	共有者
	住所
	　
	　

	
	
	氏名
	　
	

	
	
	住所
	　
	

	
	
	氏名
	　
	

	　龍ケ崎市が売払いする下記の物件を買い受けたいので、当該物件に係る公有財産売却一般競争入札(インターネット入札)に参加を申し込みます。なお、本申込書及び添付書類の全ての記載事項は事実と相違ないこと及び入札公告の内容及び条件等を承諾し、順守することを誓約します。

　添付書類(※複数物件申込みされる場合であっても、次の添付書類は各1通で結構です。)
　1　個人にあっては居住地の市区町村長が発行した住民票
　2　法人にあっては商業登記簿謄本又は登録事項証明書
3　印鑑登録証明書
記

	　
	物件番号
	　１
	入札保証金
	円
	　

	
	入札保証金納付方法
	銀行振込
	
	

	※　複数の物件について申込みをされる場合、物件毎にこの「公有財産売却一般競争入札参加申込書」が必要です。
※　共有名義で申し込まれる場合、申込者の欄に共有者を代表して入札手続を行う者の住所・氏名を記入し、共有者の欄に申込者以外の共有者の住所・氏名を記入してください。(また、委任状(様式第7号)も添付してください。)
※　入札保証金の銀行振込については、市が発行する納付書が届くまでお待ちください(必ず市が送付する納付書を使用してください。)。

	入札保証金返還請求書

　返還事由が生じた場合、上記入札物件に係る入札保証金(金　　　　　　　　　円)の返還を請求します。
　返還する際は、下記の口座へ返還してください。
　なお、落札に至ったときの入札保証金の取扱いは、その全額を契約保証金に充当することとします。
記

	　
	　
	フリガナ
	　
	　

	
	
	住所(所在地)
	〒
	

	
	
	フリガナ
	　
	

	
	
	氏名・名称
	印　
	

	
	振込先金融機関
※共有名義の場合、共有者を代表する者の口座
	銀行　

信用金庫

信用組合

農協　

労働金庫
	支店

支所
	預金種目
	普通・当座
	口座番号
	　
	

	
	
	
	
	　口座名義人
	

	
	
	
	
	　
	フリガナ
	　
	

	
	
	
	
	
	氏名・名称
	　
	

	　※　複数の物件について返還請求をする場合、物件毎にこの入札保証金返還請求書が必要になります。



様式第6号(第15条関係)
誓約書
年　　月　　日　
　　龍ケ崎市長　　様

(申込者)住所　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　

以下を誓約いたします。

記
　今般、龍ケ崎市の公有財産売却に参加するに当たっては、以下の事項に相違ない旨確約の上、入札心得及び龍ケ崎市における入札、契約などに係る諸規定を厳守し、公正な入札をいたします。
　もし、これらに違反するようなことが生じた場合には、直ちに龍ケ崎市の指示に従い、当該執行機関に損害が発生したときは補償その他一切の責任をとることはもちろん、龍ケ崎市に対し一切異議、苦情などは申しません。

1　私は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する一般競争入札に参加させることができない者及び同条第2項各号に該当すると認められる者のいずれにも該当しません。
2　私は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員に該当しません。また、法人又はその他の団体においては、役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所等を代表する者をいいます。)に該当しません。
3　私は、次の各号のいずれかの個人、法人又はその他の団体(以下「法人等」といいます。)に該当しません。
　(1)　暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している法人等
　(2)　暴力団の威力若しくは暴力団員又は暴力団員が経営若しくは運営に関与している法人を利用するなどしている法人等
　(3)　暴力団若しくは暴力団員又は暴力団員が経営若しくは運営に実質的に関与している法人に対して資金を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等
　(4)　暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している法人等
　(5)　役員等が暴力団員である法人又は前各号のいずれかに該当する法人であることを知りながら、これを利用するなどしている法人等
4　私は、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定に基づく処分の対象となっている団体又はその構成員ではありません。
5　私は、次に掲げる不当な行為は行いません。
　(1)　正当な理由がなく、当該入札に参加しないこと。
　(2)　入札において、その公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合すること。
　(3)　落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げること。
　(4)　契約の履行をしないこと。
　(5)　契約に違反し、契約の相手方として不適当と龍ケ崎市に認められること。
　(6)　入札に関し贈賄などの刑事事件を起こすこと。
　(7)　社会的信用を失墜する行為をなし、契約の相手方として不適当と認められること。
　(8)　天災その他不可抗力の事由がなく、履行遅延をすること。
6　私は、龍ケ崎市に対し、税や使用料等の滞納はありません。
7　私は、龍ケ崎市の公有財産売却に係る「入札心得」、「入札案内書」、「入札公告」及び「売買契約書案」の各条項を熟覧し、これらについてすべて承知の上、参加しますので、後日これらの事柄について龍ケ崎市に対し一切異議、苦情などは申しません。

様式第7号(第15条関係)

	
委任状

年　　月　　日　

　　龍ケ崎市長　様

	(委任者)
	住所
	　
	　

	
	氏名
	印　
	

	
	住所
	　
	

	
	氏名
	印　
	

	※　法人にあっては、その名称及び主たる所在地並び代表者の氏名を記載する。

記

　私は、下記の者を代理人と定め、龍ケ崎市が行う公有財産売却に関する次の権限を委任します。

	(受任者)
	住所
	　
	　

	
	氏名
	印　
	

	　委任事項

令和８年５月１３日に執行される令和８年度龍ケ崎市公有財産（土地）売払い一般競争入札の入札に関する

　　　1　仮申込み及び本申込みに関する件
　　　2　入札保証金に関する件
　　　3　入札に関する件
　　　4　契約保証金に関する件
　　　5　売買契約に関する件


(備考)上記の委任事項は例示であり、必要に応じ適宜補正して使用してください。

様式第8号(第19条関係)

	
入札書


年　　月　　日　　


　龍ケ崎市長　様


令和８年度龍ケ崎市公有財産(土地)売払い一般競争入札(龍ケ崎市字直鮒7510番1)について下記のとおり入札します。



記



	　
	物件番号
	　
	入札価格
	　

	
	１
	
	　
	十億
	億
	千万
	百万
	十万
	万
	千
	百
	十
	円
	

	　

	　
	入札者
	　
	代理人
	　

	
	住所
	　
	
	住所
	　
	

	
	氏名
	印　
	
	氏名
	印　
	

	※　法人にあっては、その名称及び主たる所在地並び代表者の氏名を記載する。

　(注意事項)
1　入札書は、物件番号ごとに、それぞれ別紙にしてください。
2　字体は鮮明にし、黒又は青のインク又はボールペンでご記入ください。
3　複数の者が共同して入札する場合は、別の様式となります(この様式では入札できません。)。
4　代理人が入札する場合は、入札に先立って代理権限を証する書面(委任状)を提出してください。
5　入札価額の頭部には、「￥」又は「金」の文字をご記入ください。
6　訂正した入札書は無効です。書き損じたときは、新しい用紙に改めてご記入ください。
7　架空の名義又は他人の名義での入札は無効となります。
8　提出された入札書は引換え、変更、取消しはできません。
9　二重に提出された入札書は、どちらも無効となります。



(表面)
	
入札書　(共同入札)


年　　月　　日　　


　龍ケ崎市長　　様


令和８年度龍ケ崎市公有財産(土地)売払い一般競争入札(龍ケ崎市字直鮒7510番1)について下記のとおり入札します。


記



	　
	物件番号
	　
	入札価格
	　

	
	１
	
	　
	十億
	億
	千万
	百万
	十万
	万
	千
	百
	十
	円
	

	　

	　
	入札者(代表者)
	　
	代理人
	　

	
	住所
	　
	持分
	
	住所
	　
	

	
	
	
	　
	
	
	
	

	
	氏名
	印　　
	
	
	氏名
	印　
	

	※　法人にあっては、その名称及び主たる所在地並び代表者の氏名を記載する。

他の共同入札者は裏面のとおり

　(注意事項)
1　入札書は、物件番号ごとにそれぞれ別紙にしてください。
2　字体は鮮明にし、黒又は青のインク又はボールペンでご記入ください。
3　代理人が入札する場合は、入札に先立って代理権限を証する書面(委任状)を提出してください。
4　入札価額の頭部には、「￥」又は「金」の文字をご記入ください。
5　訂正した入札書は無効です。書き損じたときは、新しい用紙に改めてご記入ください。
6　架空の名義又は他人の名義での入札は無効となります。
7　提出された入札書は引換え、変更、取消しはできません。
8　二重に提出された入札書は、どちらも無効となります。



(裏面)
	

　共同入札者

	　
	共同入札者
	　
	代理人
	　

	
	住所
	　
	持分
	
	住所
	　
	

	
	
	
	　
	
	
	
	

	
	氏名
	印　　
	
	
	氏名
	印　
	

	　

	　
	共同入札者
	　
	代理人
	　

	
	住所
	　
	持分
	
	住所
	　
	

	
	
	
	　
	
	
	
	

	
	氏名
	印　　
	
	
	氏名
	印　
	

	　※　法人にあっては、その名称及び主たる所在地並び代表者の氏名を記載する。





[bookmark: _Hlk219464063]
様式第4号(第9条関係)


[bookmark: _Hlk219295118]公有財産売買契約書（案）

　龍ケ崎市(以下「甲」という。)と　　　　　　　　　 (以下「乙」という。)とは、公有財産の売買について、次の条項により契約を締結する

(目的)
第1条　甲は、その所有する次の物件(以下「売買物件」という。)を現状の姿のまま乙に売り渡し、乙は、これを居住の用に供する建物等の敷地として買い受ける。
　　　土地
	所在地
	地番
	地目
	面積(m2)
	摘要

	龍ケ崎市字直鮒
	7510番1
	宅地
	3,205.61
	実測面積


(売買代金)
第2条　売買代金は、金　　　　　　　　　円とする。
2　乙は、前項の売買代金から次条第1項の契約保証金を差し引いた金　　　　　　　　円を、甲の発行する納入通知書により、甲が指定する期日までに一括して納入しなければならない。
(契約保証金)
第3条　乙は、契約保証金として、金4,648,000円を甲に支払うものとする。
2　前項の契約保証金は、この契約締結と同時に納付しなければならないものとし、既に納付済みの入札保証金から全額を充当するものとする。
3　甲は、乙が前条第2項に規定する義務を履行したときに、契約保証金の全部を売買代金の一部に充当する。
4　甲は、乙が前条第2項に規定する義務を履行しないとき又は第11条の規定により契約を解除したときは、第1項の契約保証金を没収する。
5　第1項の契約保証金は、第13条に規定する損害賠償の予定又はその一部と解釈しないものとする。
6　第1項の契約保証金には、利子を付さないものとする。
(所有権の移転時期等)
第4条　売買物件の所有権は、乙が売買代金(指定期限までに売買代金を納入しない場合にあっては、第10条第1項に規定する違約金を含む。)を完納したことを甲が確認したときに、甲から乙に移転するものとする。
2　売買物件は、前項の規定による所有権移転と同時に甲から乙に引渡しが行われたものとする。
3　乙は、売買物件の引渡しが行われたときは、直ちに物件引受確認書を甲に提出しなければならない。
(従物の帰属等)
第5条　この契約は、現状有姿による売買契約であり、売買物件に従属する樹木、塀・埋設物等の工作物等(以下本条において「従物」という。)は、本契約に特別の定めがある場合を除き、乙に帰属する。この場合において、従物の撤去、売買物件内の動産類及びごみ等の撤去は、乙の負担とする。
(登記の嘱託)
第6条　甲は、第4条第1項の規定により売買物件の所有権が移転したときは、乙の請求により、遅滞なく所有権移転の登記を嘱託するものとする。
2　甲は、所有権移転登記が完了したときは、速やかに登記済証又は登記識別情報を乙に交付するものとし、乙は直ちに受領書を甲に提出するものとする。
3　第1項の登記の嘱託に要する費用は、乙の負担とする。




(危険負担)
第7条　この契約の締結後、売買物件が甲の責めに帰することができない理由により滅失し、又は毀損した場合は、その損害は乙の負担とする。
(契約不適合責任)
第8条　甲は、この契約締結後売買物件の面積の不足その他売買物件の品質上の問題が発見された場合でも、乙に対して一切の責任を負わないものとし、乙は、履行の追完、代金の減額、契約の解除若しくは損害賠償を請求すること、又は契約の取消しを主張することができないものとする。
(用途の指定及び制限）
第9条　乙は、本物件を、居住の用に供する建物等の敷地（関係法令に基づく高齢者向け施設及び住宅を除く）
として取得するものとする。
2　乙は、前項の目的に反して本物件を使用し、又は第三者に使用させてはならない。
[bookmark: _Hlk219387449]3　乙は、所有権移転の日以降、3年以内に第1条の目的に沿った必要な工事に着手しなければならない。ただし、やむを得ない理由があり、あらかじめ甲の承認を得た場合は、この限りでない。
4　乙は、本物件を、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定　する暴力団、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条第1項に規定　する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、その他これらに類する営業、又は無差別大量殺人行　為を行った団体の規制に関する法律（平成11年法律第147号）第5条第1項の規定による処分を受けた団体の用　途に供してはならない。
5　乙は、第三者に対し、本物件の売買、贈与、交換、出資その他の方法により所有権を移転し、又は賃貸借その他の方法により使用若しくは収益をさせようとするときは、前各項に定める用途指定及び用途制限の義務を、書面により当該第三者に承継させなければならない。
6　甲は、前各項に定める事項について必要があると認めるときは、乙に対し、所要の報告若しくは資料の提出を求め、又は実地に調査することができる。この場合において、乙は、正当な理由なくこれを拒み、又は妨げてはならない。
7　本条の規定に違反した場合、甲は、相当の期間を定めて是正を求めることができ、乙がこれに応じないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(既存下水道管の取扱い）
第9条の2　乙は、本物件内の既存下水道管の一部については、本物件以外の土地に居住する者の排水が流入していることを踏まえ、売買後において移設、撤去又は改修等を行う場合であっても、当該排水に支障が生じないよう十分に配慮するものとする。
2　乙は、前項の下水道管の移設、撤去又は改修等を行う場合には、本物件以外の土地に居住する者の排水機能を確保した上で実施するものとする。
3　乙は、前2項の下水道管の維持管理のため、必要な整備を行った上で甲に帰属移管するものとする。
4　乙は、前各項の規定にかかわらず、本物件以外の土地に居住する者の排水に係る下水道管を、本物件外の下水道管に接続替え等することにより、本物件内の下水道管を使用しない場合には、この限りでない。　
(違約金)
第10条　乙は、第2条第1項の売買代金の全部又は一部を指定期限までに納入しないときは、当該期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、その未納入額(その一部を納入した場合におけるその後の期間については、その納入金額を控除した額)につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき、財務大臣が決定する割合で計算した額の違約金を甲に納入しなければならない。
2　前項の違約金は、第13条に規定する損害賠償の予定又はその一部と解釈しないものとする。





(契約の解除)
第11条　甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、何らの催告を要せずこの契約を解除することができるものとする。
(原状回復義務等)
第12条　乙は、前条の規定によりこの契約が解除されたときは、甲の指定する期日までに、売買物件を原状に回復した上で、甲に返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復することが適当でないと認めたときは、この限りでない。
2　前項の場合において、乙は、滅失その他の事由により売買物件の全部又は一部を返還することができないときは、その損害賠償として甲の定める金額の支払いをもって返還に代えることができる。
3　乙は、第1項の規定により売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(損害賠償)
第13条　甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないために損害を受けたときは、その損害の賠償を乙に請求することができるものとする。
(有益費等請求権の放棄)
第14条　乙は、この契約を解除された場合において、売買物件に投じた有益費、必要費又はその他の費用があっても、これを甲に請求しないものとする。
(返還金)
第15条　甲は、この契約を解除したときは、既に受領済みの売買代金を乙に返還するものとする。ただし、契約の締結に要した費用は返還しないものとする。
2　前項の返還金には、利子を付さないものとする。
(相殺)
第16条　甲は、前条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第10条第1項に規定する違約金又は第12条第2項若しくは第13条に規定する損害賠償として甲に支払うべき金額があるときは、それらの全部又は一部と当該返還金とを相殺できるものとする。
(契約費用の負担)
第17条　この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
(信義則)
第18条　甲乙両者は、信義を重んじ誠実にこの契約を履行するものとする。
(管轄裁判所)
第19条　この契約に関し、甲又は乙が訴訟等を提起するときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。
(疑義の決定)
第20条　この契約に定めのない事項又はこの契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。
　この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

　　　　　令和　　年　　月　　日

甲　龍ケ崎市3710番地　　　　　　　　　　　　　　
龍ケ崎市長　萩　原　　勇　　　　　　　　　　
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　乙



入札封筒記載例


　　（表）　　　　　　　　　　　　　　　　　（裏）
　㊞　　　住所
氏名　　　　　　　㊞



　　龍ケ崎市長　殿
　　件名　令和８年度龍ケ崎市公有財産(土地）売払い　　　　　　　　一般競争入札
物件番号（１）
　　　　　　入札書在中
























（注）
　・㊞は入札書と同じ印鑑を使用してください。
・代理人が行う場合、封筒の印鑑は申込人のみの押印でよい。
　・縦書き、横書きどちらでもよい。
　・郵便で提出する場合は、郵便用封筒に次の書類を入れて郵送してください。
①入札書を入れた入札封筒
　　②入札保証金を納付した納付書の写し




